
東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
に
つ
い
て
の
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
よ
る
和
解
仲
介
手
続
の

利
用
に
係
る
時
効
の
中
断
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
八
日

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
被
害
の
特
性
に
鑑
み
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
原
子
力
損
害
の
賠
償
請
求
権

に
つ
い
て
は
、
全
て
の
被
害
者
が
十
分
な
期
間
に
わ
た
り
賠
償
請
求
権
の
行
使
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
平
成
二
十
五
年
度
中

に
短
期
消
滅
時
効
及
び
消
滅
時
効
・
除
斥
期
間
に
関
し
て
、
法
的
措
置
の
検
討
を
含
む
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二
、
損
害
賠
償
請
求
に
至
っ
て
い
な
い
被
害
者
を
把
握
す
る
た
め
、
東
京
電
力
株
式
会
社
が
行
う
損
害
賠
償
手
続
及
び
原
子
力

損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
行
う
和
解
の
仲
介
手
続
等
に
つ
い
て
一
層
の
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

三
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
行
う
和
解
の
仲
介
を
打
ち
切
る
に
当
た
っ
て
は
、
被
害
者
が
そ
の
後
に
行
う
訴
え
の
提

起
の
行
使
が
実
務
上
可
能
と
な
る
よ
う
運
用
上
、
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

四
、
政
府
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
に
対
し
て
、
全
て
の
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
つ
き
、
適
切
な
指
導
・
監
督
を
行
う

こ
と
。

右
決
議
す
る
。




